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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バニリンを有効成分として含有する、ストレス低減用食品組成物であって、
バニリンの含有量が４０～４００重量ｐｐｂであるストレス低減用食品組成物。 
【請求項２】
　飲料である請求項１に記載のストレス低減用食品組成物。 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ストレスを低減させるための食品組成物に関し、バニリン及びボルネオール
の少なくとも一方を有効成分として含有する食品組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代はストレス過負荷の時代である。過度なストレスは免疫系、神経系、消化器系又は
循環器系等の広範囲にわたって影響を及ぼし、その結果として多岐にわたる疾患を発現さ
せて、生活の質を低下させる要因となる。
【０００３】
　ストレスが原因の一つとなって引き起こされるストレス関連症状としては、免疫系では
免疫力の低下による日和見感染症、神経系ではうつ病等の神経症、消化器系では胃・十二
指腸潰瘍又は過敏性腸症候群、循環器系では高血圧又は虚血性心疾患等が挙げられる。
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【０００４】
　これらの疾患の予防又は改善のため、ストレスの原因を減らすことが根本的な解決方法
であるが、それが困難なのが現状であり、日常的に手軽にストレスを低減することのでき
る技術が望まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明は、日常的に手軽に飲食品等として摂取することにより、ストレス
を低減する効果を発揮できる食品組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、下記のストレス低減
用食品組成物等により上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成させた。
【０００７】
　すなわち、本発明は以下の通りである。
［１］バニリン及びボルネオールの少なくとも一方を有効成分として含有する、ストレス
低減用食品組成物。
［２］バニリンの含有量が４０～４００重量ｐｐｂである［１］に記載のストレス低減用
食品組成物。
［３］ボルネオールの含有量が４～４０重量ｐｐｂである［１］または［２］に記載のス
トレス低減用食品組成物。
［４］飲料である［１］～［３］のいずれか１に記載のストレス低減用食品組成物。
［５］バニリン及びボルネオールの少なくとも一方を有効成分として含有する、ストレス
低減用剤。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のストレス低減用食品組成物は、バニリン及びボルネオールの少なくとも一方を
有効成分として含有することにより、リラックス促進作用、鎮静作用、抗不安作用及び自
律神経調節作用を有し、これを摂取することによりストレスを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１Ａおよび図１Ｂは活動量を評価した結果を示す図である。
【図２】図２Ａおよび図２Ｂ心拍変動を測定した結果を示す図である。
【図３】図３Ａおよび図３Ｃは、明箱（Ｌｉｇｈｔ　ｂоｘ）における滞在時間を示す図
である。また、図３Ｂおよび図３Ｄは明箱への侵入回数を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明のストレス低減用食品組成物（以下、本発明の食品組成物ともいう）は、バニリ
ン及びボルネオールの少なくとも一方を有効成分として含有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明に用いるバニリンは、合成物であってもよいが、天然のバニリン含有植物から溶
剤に溶解する成分を溶解させることにより抽出する抽出法で抽出された、天然バニラエキ
ストラクト又は天然のバニラなどの抽出物から精製されたものであってもよい。また、天
然バニラエキストラクトからストレス低減効果を阻害するバニリンの他の揮発性成分を除
去したものであってもよい。
【００１２】
　本明細書において、「天然バニラエキストラクト」は、キュアリング処理を施したバニ
ラビーンズに、各種溶剤を抽出溶媒として作用させ、抽出した抽出液又はキュアリング処
理を施したバニラビーンズから圧搾抽出した抽出液をいう。
【００１３】
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　また、「天然バニラ」とは、ラン目ラン科バニラ属の果実であるバニラビーンズそのも
の、あるいはバニラビーンズに物理的、化学的若しくは生物学的加工（キュアリングも含
む）を単回行ったもの、各加工を組み合わせたもの、各加工を単独で若しくは組み合わせ
て複数回行ったもの、又はバニラビーンズそのもの及びバニラビーンズを前記加工したも
のに対し、抽出加工を行い、その結果出てくる残渣物、さらには得られた抽出物を再加工
した結果出てくる残渣物をいう。
【００１４】
　本発明の食品組成物における有効成分であるバニリンの含有量は、４０重量ｐｐｂ以上
であることが好ましく、より好ましくは１００重量ｐｐｂ以上、さらに好ましくは２００
重量ｐｐｂである。また、４００重量ｐｐｂ以下であることが好ましく、より好ましくは
３５０重量ｐｐｂ以下、さらに好ましくは３００重量ｐｐｂ以下である。バニリンの含有
量を前記範囲とすることにより、ストレス低減効果を十分に得ることができる。
【００１５】
　本発明に用いるボルネオールは合成物であってもよいが、竜脳香料（Ｄｉｐｔｅｒｏｃ
ａｒｐａｃｅａｅ）に属する常緑高木である竜脳呑樹（Ｄｒｙｏｂａｌａｎｏｐｓ　ａｒ
ｏｍａｔｉｃ　ＧＡＥＲＴＮＥＲ）の樹脂又は樹幹と枝を切って水蒸気で蒸留して得られ
る精製物であってもよい。
【００１６】
　本発明の食品組成物における有効成分であるボルネオールの含有量は、４重量ｐｐｂ以
上であることが好ましく、より好ましくは１０重量ｐｐｂ以上、さらに好ましくは２０重
量ｐｐｂである。また、４０重量ｐｐｂ以下であることが好ましく、より好ましくは３５
重量ｐｐｂ以下、さらに好ましくは３０重量ｐｐｂ以下である。ボルネオールの含有量を
前記範囲とすることにより、ストレス低減効果を十分に得ることができる。
【００１７】
　本発明の食品組成物は飲食品の形態として提供することができる。飲食品には、上記有
効成分をそのまま、又はそれらを含む剤の形態で、配合することができる。飲食品の形態
としては、例えば、顆粒状、粒状、ペースト状、ゲル状、固形状又は液体状に任意に成形
することができる。
【００１８】
　飲食品には、上記有効成分の他、栄養補助成分などの他の成分を含むことができる。か
かる成分としては、例えば、ビタミン類、ミネラル類、各種植物体並びにその抽出物、精
製物及び分画物、微生物並びにその増殖因子及び微生物生産物、食物繊維及びその酵素分
解物、動物体並びにその抽出物、精製物、分解物及び生産物、各種オリゴ糖、脂質、各種
タンパク質並びにタンパク分解物などが挙げられる。
【００１９】
　また、飲食品に含有することが認められている公知の各種物質、例えば、結合剤、崩壊
剤、滑沢剤、コーティング剤、増粘剤、分散剤、再吸収促進剤、矯味剤、緩衝剤、界面活
性剤、溶解補助剤、保存剤、乳化剤、等張化剤、安定化剤又はｐＨ調整剤などの賦形剤が
挙げられる。
【００２０】
　飲食品の具体例としては、例えば、ジュース、清涼飲料水、乳飲料、茶飲料、機能性飲
料、栄養補助飲料及びノンアルコールビール等の各種飲料；ビール及び発泡酒等のアルコ
ール飲料；スープ、味噌汁及びお吸い物などの液状飲食品；飯類、餅類、麺類、パン類及
びパスタ類等の炭水化物含有飲食品；クッキー及びケーキなどの洋菓子類、饅頭及び羊羹
等の和菓子類、グミ類、タブレット類、キャンディー類、ガム類、チョコレート類並びに
ゼリー、ヨーグルト及びプリンなどの冷菓又は氷菓などの各種菓子類；卵を用いた加工品
、及び魚介類又は畜肉の加工品；調味料；などが挙げられるが、これらに限定されるもの
ではない。これらの中でも特に飲料が好ましい。
【００２１】
　また、飲食品には、美容食品・健康食品、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養補助
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食品、疾病リスク低減表示を付した食品、又は、病者用食品のような分類のものも包含さ
れる。機能性表示及び疾病リスク低減表示としては、例えば、ストレス関連症状を予防、
改善、抑制及び／又は緩和するためのものである旨の表示が挙げられる。
【００２２】
　本発明の食品組成物は、精神的ストレス又は精神的プレッシャーが高まる期間の前又は
最中に少なくとも１回、好ましくは一定時間をおいて数回摂取されることが好ましい。よ
り好ましくは、ストレス要因が生じる前に少なくとも１回摂取される。また、精神的に過
酷な状況の直前に摂取してもよい。
【００２３】
　ストレス要因としては、例えば、試験、運転、プレゼンテーション、緊張の多いスポー
ツ・イベント、ビジネス・ミーティング、反復作業、知的労働、更年期における精神的不
安定及び月経前の精神的不安定などが挙げられる。
【００２４】
　本発明の食品組成物を、ヒトを含む哺乳動物に経口的に摂取させる場合の摂取量は、当
該哺乳動物の年齢、ストレス要因の高低、ストレスに対する感受性の程度などにより変動
し、一概に規定することはできないが、体重１ｋｇ１日当たり、バニリン量として３００
～３０００ｎｇが好ましく、また、ボルネオール量として３０～３００ｎｇが好ましい。
【００２５】
　本発明の食品組成物を上記の様にして摂取することにより、リラックス促進作用、鎮静
作用、抗不安作用及び自律神経調節作用が得られ、ストレスを低減することができる。ま
た、本発明の食品組成物によりストレスを低減した結果、ストレスに起因する各種疾患の
予防又は改善等も期待できる。
【実施例】
【００２６】
　以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定
されるものではない。
【００２７】
実施例１：鎮静効果（活動量の評価）
　バニリンおよびボルネオールがマウスの活動量に与える影響を赤外線による活動量によ
り評価した。６週齢以上のＩＣＲマウス（雄）を体重に従って群分け（８匹／群）したも
のを試験動物として用いた。
【００２８】
　バニリン（ナカライテスク株式会社製、投与用量は０．０００４ｍｇ／ｋｇ、０．００
４ｍｇ／ｋｇ、０．０４ｍｇ／ｋｇ、０．４ｍｇ／ｋｇ又は４ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）又
はボルネオール（東京化成工業株式会社製、投与用量は０．０００００４ｍｇ／ｋｇ、０
．００００４ｍｇ／ｋｇ、０．０００４ｍｇ／ｋｇ、０．００４ｍｇ／ｋｇ又は０．０４
ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）を０．５％カルボキシメチルセルロース水溶液に溶解したものを
、前記試験動物に経口投与（投与容量１０ｍｌ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）し、投与後から６．５
時間までの間の活動量を測定した。
【００２９】
　活動量は、自発運動量簡易測定センサー（株式会社ニューロサイエンス社製）を用いて
、該装置が有するレンズによってマウスの体温（遠赤外線）を感知して１時間毎の活動回
数をカウントした。結果を図１Ａおよび図１Ｂに示す。
【００３０】
　図１Ａに示すように、マウスにバニリンを０．００４～０．０４ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ．
の用量で単回投与した際に、活動量の低下が確認された。この投与用量を体表面積換算で
ヒト（６０ｋｇ）に外挿すると、２０～２００μｇとなり、仮に５００ｍＬ飲料に添加す
る場合最終濃度は４０～４００重量ｐｐｂの濃度となる。
【００３１】
　また、図１Ｂに示すように、マウスにボルネオールを０．０００４～０．００４ｍｇ／
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ｋｇ　ｂ．ｗ．の用量で単回投与した際に活動量の低下が確認された。この投与用量を体
表面積換算でヒト（６０ｋｇ）に外挿すると、２～２０μｇとなり、仮に５００ｍＬ飲料
に添加する場合最終濃度は４～４０重量ｐｐｂの濃度となる。
【００３２】
実施例２：ストレス低減効果（心拍変動の測定）
　バニリンおよびボルネオールが自律神経に与える影響を心拍変動によって評価した。６
週齢以上のＷｉｓｔａｒラット（雄）を体重に従って群分け（７～８匹／群）したものを
試験動物として用いた。
【００３３】
　経口投与する６０分前から心拍の測定を開始し、バニリン（ナカライテスク株式会社製
、投与用量は０．００４ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）又はボルネオール（東京化成工業株式会
社製、投与用量は０．０００４ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）を０．５％カルボキシメチルセル
ロース水溶液に溶解したものを、前記試験動物に経口投与（投与容量１０ｍｌ／ｋｇ　ｂ
．ｗ．）後１２０分間の心拍を測定した。心拍測定テレメトリー装置（ＤＳＩ社製）を用
いて測定した心拍変動から自律神経活動の指標であるＬＦ／ＨＦを算出し、自律神経活動
を評価した。結果を図２Ａおよび図２Ｂに示す。
【００３４】
　図２Ａおよび図２Ｂにそれぞれ示すように、バニリン（０．００４ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ
．）、ボルネオール（０．０００４ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）、をラットに単回投与した際
に、投与後のＬＦ／ＨＦが低値で推移することが確認された。この投与用量を体表面積換
算でヒト（６０ｋｇ）に外挿すると、バニリンでは４０μｇ、ボルネオールでは４μｇと
なる。
【００３５】
実施例３：抗不安効果（明暗箱による評価）
　バニリンおよびボルネオールの抗不安作用を、明暗箱により不安状態を評価する試験に
よって評価した。５週齢以上のＤｄｙマウス（雄）を体重に従って群分け（７～８匹／群
）したものを試験動物として用いた。
【００３６】
　試験を行う６０分前にバニリン（ナカライテスク株式会社製、投与用量は０．０００４
ｍｇ／ｋｇ、０．００４ｍｇ／ｋｇ又は０．４ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）又はボルネオール
（東京化成工業株式会社製、投与用量は０．０００４ｍｇ／ｋｇ、０．００４ｍｇ／ｋｇ
又は０．４ｍｇ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）を０．５％カルボキシメチルセルロース水溶液に溶解
したものを、前記試験動物に経口投与（投与容量１０ｍｌ／ｋｇ　ｂ．ｗ．）した。試験
は、明箱と暗箱を連結させた装置にマウスを入れ、明箱への侵入回数、明箱における滞在
時間を指標として、５分間実施した。結果を図３Ａ～図３Ｄに示す。
【００３７】
　図３Ａ～図３Ｄにそれぞれ示すように、バニリン、ボルネオールともにマウス０．００
０４～０．００４ｍｇ／ｋｇで単回投与した際に抗不安効果が確認された。この投与用量
を体表面積換算でヒト（６０ｋｇ）に外挿すると、２～２０μｇとなる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明の食品組成物は、リラックス促進作用、鎮静作用、抗不安作用及び自律神経調節
作用を有し、これを摂取することによりストレスを低減する効果を有する。この特徴から
、本発明の食品組成物は、ストレス関連症状を予防、改善、抑制及び／又は緩和するため
の新たな飲食品などとして利用されることが期待される。
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